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文部科学省主催 「共に学び、 生きる共生社会コンファ レンス」

の開催にっい て ( 依 頼 )

(印影印刷)

日頃から障害者の生涯学習の推進に御理解 ・ 御協力いただきありがと う ございます。
文部科学省では、 「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」 において平

成31年3月に取りまとめられた「障害者の生涯学習の推進方策にっいて ( 報 告 ) 」  を踏まえ、
令和元年7月8日付け元文科教第237号で「障害者の生涯学習の推進方策にっい て ( 通 知 ) 」

を発出いたしました。
本通知においては、 文部科学省として今後進める 「文部科学省 障害者の学びに関する当面の

強化策2019-2022」をお示しするとともに、 「都道府県 ・市町村に期待される取組」等にっいて

まとめ、 今後も障害者の生涯学習の推進に向けた取組に御尽力いただくようお願いしたところで

す。

こうした推進方策の一つとして、 今年度から標記コンファレンスを開催いたします。 本コンフ

ァレンスは、 各地における障害理解の促進、 実践者同士の学び合いによる担い手の育成、 障害者

の学びの場の拡大を目指して、 別紙のとおり全国6カ所で実施いたします。
つきましては、関係職員の参加に御配意いただくとともに、 社会教育・生涯学習、特別支援教

育、 障害者福祉等の担当課をはじめ、公民館 ・生涯学習センター、特別支援学校、障害福祉サー

ビス事業所等、 所管の関係機関・団体等への周知にっいて御協力方よろしくお願いいたします。
また、 都道府県担当課におかれましては、 域内の市区町村障害者学習支援担当課へも御周知く

ださいますよう、 併せてよろしくお願いいたします。

なお、 具体的な内容や参加申込方法にっいては、 改めて御連絡させていただきます。 また、 下

記ウェブサイ トにも順次アップしていく予定です。

※ 「共に学び、 生きる共生社会コンファレンス」

n・tl;ps・//www.Kyoseis」:1a!sai-cQn l;erence.com/

特設ウェブサイト

< 担 当 >

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室 井口、峯

電 話 : 0 3-5253-4111(8460)

Mail:sst@mext.go.jp



lE更i国
文部科学省主催 令和元年度 「共に学び、 生きる共生社会コンファレンス」

各ブロツ クの開催概要

ブロ ツ ク/実施団体 事業名・テーマ 日程/会場

【北海道】

医療法人稲生会

と もに学ぶ共生社会を目指し

て̃社会教育の実践を通じた

コミュニティの可能性̃

日程 令 和 2 年 2 月 2 2 日 ( 土 )

会場 札幌市生涯学習センター
ちえりあ

【東北】

秋田県教育委員会
共に学び、 生きる共生社会コ

ンファレンス 東北ブロ ツク

日程 令和元年12月5日(木)

6日(金)

会場 秋田県生涯学習センター

【関東甲信越】

一般財団法人福祉教育

支援協会

共に学び、 生きる共生社会コ

ンファレンス̃障害理解の促

進、障害者の学びの場の担い

手の育成、学びの場の拡大に

向けて̃

日程 令 和 2 年 2 月 1 4 日 ( 金 )

会場 東京大学本郷キャンバス

【東海・北陸】

NP0法人学習障害児・

者の教育と自立の保障

をすすめる会

日程 令和元年12月1日(日)

会場 愛知みずほ短期大学障害者の学びの場づく り フ オ

ー ラ ム i n 東 海 ・ 北 陸

【近畿 ・ 中国】

兵庫県教育委員会

共に学び、 生きる共生社会::,
ンファレンス̃障害理解の促

進、 障害者の学びの場の担い

手の育成と障害者の学びの場

の拡大を目指して̃

日程 令 和 2 年 1 月 3 1 日 ( 金 )

会場 兵庫県民会館県民ホール

【四国・九州・沖縄】

国立大学法人愛媛大学

〇 (まる) のつどい̃共に考

えよう!障害理解の促進、 学

びの場の担い手の育成、 学び

の場づくり̃

日時 令和元年12月21日(土)

会場 愛媛大学城北キャンバス

参加対象 : 障害者本人、 学びの支援者・ 関係者、 障害者の学びに関心のある人など

都道府県・市町村職員(障害者学習支援担当、生涯学習、教育、スポーツ、
文化・芸術、 福祉、労働等)、社会教育主事、公民館・図書館・ 博物館職

員、特別支援学校等教職員、教職員経験者、 障害者の学習支援実践者(NP0

等)、大学関係者、福祉サービス事業所職員、社会福祉協議会職員等


